
（普通学級・重複障害学級・訪問教育学級） 

令和８年度 新潟県立特別支援学校高等部「三条長岡学区三条地区」  
普通学級・重複障害学級・訪問教育学級  入学者募集要項 

 

三条長岡学区三条地区総合選考委員長 

令和８年度の入学者選考を次のとおり実施します。 

 

１ 出願資格 

  「令和８年度新潟県立特別支援学校高等部入学者募集要項(知的障害：普通・重複障害・訪問教育学

級)１ 出願資格」に該当する者 

 

２ 募集生徒数 

学校名（所在地） 学級 学級数 募集定員 

県立月ヶ岡特別支援学校（三条市） 普通学級 ３学級 ３０人 

県立月ヶ岡特別支援学校見附分校（見附市） 普通学級 ２学級 ２０人 

県立長岡聾学校高等部知的障害普通学級（長岡市） 普通学級 １学級 １０人 

県立月ヶ岡特別支援学校（三条市） 重複障害学級  若干人 

県立月ヶ岡特別支援学校（三条市） 訪問教育学級  若干人 

 

３ 通学区域 

三条市、加茂市、見附市、燕市、田上町 

 

４ 選考の方法 

調査書及び面接等の結果に基づき、総合的な審査を経て入学者を選考します。 

・普通学級については、通学の利便性及び自力通学の可否を考慮して受入校及び入学者を決定します。

県立月ヶ岡特別支援学校見附分校と県立長岡聾学校高等部知的障害普通学級は、原則として、自力

通学が可能な者を入学者とします。 

 

５ 出願手続き  

新潟県公立学校ウェブ出願システム（以下、「ウェブ出願システム」）を使用し、志願者情報や志願先等の
出願情報を登録してください。出願は必ず在籍（出身）学校を通して行ってください。 
⑴  出願に必要な書類 
以下の書類は、月ヶ岡特別支援学校（事務局校）に紙面で提出してください。 

① 調査書(様式１) 

② 返信用封筒 ２部 

・受検案内と結果通知に使用します。在籍（出身）学校の所在地を宛先として、１部は角形２号

封筒に３９０円分の切手を添付、もう１部は角型０号封筒に６９０円分の切手を添付したも

のを学校単位で用意してください。送付する際には、特定記録郵便で郵送します。 

③ 出願資格認定通知の写し（出願資格認定の必要な出願者のみ） 

※県外から出願を希望する者は、新潟県教育委員会に出願申請を行い、その承認を得なければなりま

えせん。出願申請の受付期間は、令和８年１月５日（月）までとします。 

⑵ 出願に必要な書類の様式の取得 

出願に必要な書類の様式は、出願する側の学校がウェブ出願システム又は義務教育課（特別支援教

育）ホームページからダウンロードしてください。 
⑶ 出願に必要な書類の提出 

志願者がウェブ出願システムに出願情報の登録（12月１日～）を終了した後、必要事項が記入され

た出願者全員の「調査書」「出願資格認定通知の写し（必要な場合）」「出願申請書（県外からの出願の

み）」をまとめ、在籍（出身）学校の校長を通じて所定の受付期間内に県立月ヶ岡特別支援学校長（三

条長岡学区三条地区総合選考委員長）に提出してください。また、「返信用封筒」を学校単位で２部提

出してください（１校で複数種の学級に出願する場合、返信用封筒は２部のみで構いません）。郵送に

よる受付は行いません（県外等からの出願者については県立月ヶ岡特別支援学校 教頭（事務局校）

に相談してください）。 

⑷ 出願に必要な書類の受付期間 

   令和８年１月９日（金）から１月 16 日（金）まで、受付時間は午前９時から正午まで及び午後１

時から午後４時までとします。 



（普通学級・重複障害学級・訪問教育学級） 

⑸ 出願状況の公表 
   出願を締切り後、県立月ヶ岡特別支援学校ホームページ内で公表します。 
⑹ 志願変更 

志願変更を希望する志願者は、在籍（出身）学校はウェブ出願システムにおいて、令和８年１月 19
日（月）から１月 23日（金）までに志願変更の手続きを行ってください。出願に必要な書類の受付時
間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとします。 

⑺ 出願資格を得た者の出願及び出願に必要な書類の受付期間 
令和８年１月 19日（月）から１月 23日（金）までとします。出願に必要な書類の受付時間は、午

前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとします。 
 

６ 入学者選考（面接）について 

⑴ 会場   県立月ヶ岡特別支援学校 

 

⑵ 期日   【普通学級】          令和８年１月３０日（金） 午後 

        【重複障害学級・訪問教育学級】 令和８年１月３０日（金） 午後 

＜予備日＞ ２月４日（水）午前１０時（受付 午前９時３０分） 

※会場は、いずれも県立月ヶ岡特別支援学校です。 
※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等による体調不良等により、受検でき
なかった場合は、２月４日（水）に面接及び諸検査を実施します。 

※２月４日（水）に、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等による体調不良
等により、受検できなかった場合は、それまでの教育相談の実績と調査書等の出願
書類、入学意思の確認をもって受検に代え、受入校を決定します。 

 

⑶ 持ち物 

   ア 受検票  イ 上履き用運動靴  ※体育着、筆記用具は必要ありません。 

 

⑷ その他    

ア 保護者面接を実施するため、保護者も生徒とともに来校してください。 

   イ 自家用車を利用の際は、駐車誘導係の指示にしたがって駐車してください。 

   ウ 日程等の詳細については、出願締切り後、在籍（出身）学校を通じて通知します。 

 

７ 合格者の発表等 

⑴ 令和８年２月９日（月）午前 10時から、県立月ヶ岡特別支援学校ホームページで発表します（玄関

等での掲示は行いません）。合否確認のための電話での問合せは受け付けません。なお、発表当日に配

付する文書等はなく、選考結果及び入学説明会の案内等は在籍（出身）学校に郵送します。 

なお、ウェブ出願システムの志願者マイページで合否確認できますが、普通学級の受入校については、シ

ステムの都合により確認できないため、県立月ヶ岡特別支援学校ホームページでの発表と在籍（出身）学校

への通知で確認してください。 

⑵ 入学予定者が保護者の転勤等により入学を辞退する場合は、「入学辞退届」（様式４）を入学予定の

学校長に提出してください。 

 

８ その他 
 ⑴ 県配付の募集要項（義務教育課ＨＰにも記載）も併せて確認してください。欠員補充による２次募

集を実施する場合は、令和８年２月 24 日（火）に県報及び義務教育課ホームページとともに、県立
月ヶ岡特別支援学校ホームページでも発表します。 

⑵ 各校の入学説明会の実施予定日は以下のとおりです。 
・県立月ヶ岡特別支援学校     令和８年２月２０日（金）午前 
・県立月ヶ岡特別支援学校見附分校 令和８年２月２１日（土）午前 
・県立長岡聾学校高等部      令和８年２月１３日（金）午後 

⑶ 校長は、「調査書」「推薦書」及びその他の書類の記載事項について、事実に反する記載があった場
合は、願書の受理及び合格を取り消す場合があります。 

 ⑷ この要項に不明な点がある場合は、在籍（出身）学校を通じて担当まで問い合わせてください。 
 

【担当】三条長岡学区三条地区総合選考委員会事務局 

県立月ヶ岡特別支援学校 教頭  佐藤 宏充 

ＴＥＬ  0256-33-5807 

 


